
第３号議案 

２０２２年度の週間計画における指定時刻の指定及び公表について 

（案） 

送配電等業務指針附則（令和３年６月２４日）第１条第２項の規定により改正（令

和４年４月１日施行）後の送配電等業務指針別表８－１、別表８－２、別表８－３及

び別表８－４に規定する、週間計画（翌週、翌々週）における「本機関が指定する２

点の時刻」について、２０２２年度の週間計画における指定時刻を指定し、別紙のと

おり公表する。 

なお、この２０２２年度の週間計画における指定時刻に関しては、第６３回調整力

及び需給バランス評価等に関する委員会において報告している。 

１．指定及び公表の内容 

２０２２年度の週間計画における指定時刻（詳細は別紙） 

２．公表日 

２０２１年１０月２７日（本機関ウェブサイトにて公表） 

以上 

【添付資料】 

別紙：２０２２年度の週間計画における指定時刻の公表について（公表文） 



別紙 

２０２２年度の週間計画における指定時刻の指定及び公表について 

 

２０２１年１０月２７日 

電力広域的運営推進機関 

 

本機関は、送配電等業務指針附則（令和３年６月２４日）第１条第２項の規定により改正（令

和４年４月１日施行）後の送配電等業務指針別表８－１、別表８－２、別表８－３及び別表８

－４に規定する、週間計画（翌週、翌々週）における「本機関が指定する２点の時刻」につい

て、２０２２年度の週間計画における指定時刻を、最大需要発生時、最小予備率発生時の２点

の時刻として月ごとに指定しましたので、下記のとおり公表いたします。 

 

記 

 

１．２０２２年度の週間計画における指定時刻 

 

表１ 北海道から九州エリアまでの指定時刻（30分コマ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 沖縄エリアの指定時刻（30分コマ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 前半とは１～１５日、後半とは１６日以降を示す。 

※２ 表中の数字はコマ数を表す（「1」は 0:00～0:30、「38」は 18:30～19:00のコマを表す） 

 

以 上 



＜参考＞ 

送配電等業務指針附則（令和３年６月２４日）第１条第２項の規定により改正（令和４年４月

１日施行）後の送配電等業務指針別表８－１、別表８－２、別表８－３及び別表８－４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


